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第３期大津市国民健康保険保健事業実施計画（デ－タヘルス計画）・第４期大津市国民健康保険特定健康診査等実施計画 

（令和６年度～令和１１年度）案に係るパブリックコメントについての対応一覧 

 

<対応>反 映：ご意見を踏まえ案を修正したもの 

補 足：ご意見に対して補足説明するもの 

参 考：今後の取組の参考とさせていただくもの 
その他：ご質問やご感想、案以外へのご意見 

 

No. 該当（関連）箇所 ご意見 対応 ご意見に対する市の考え方 

１ 全般 全般 或いは 第１

篇 第１章 ４．関

係者が果たすべき

役割と連携 等 

ＳＤＧｓについての記載がないが 総論と各論に２

０３０年の目標に向けて本計画でもそのことを記 

載してはどうか。本計画は２０２９年までの６年間

の計画である。２０２４年から大津市総合計画第３

期実行計画の策定がある。「大津市総合計画第２期実

行計画」では １４８頁～１４９頁にＳＤＧｓの目 

標の関連一覧がある。本計画の目標・施策について

も対応することが提示されている。今から 各論や具

体的にＳＤＧｓの対応する目標を記載するのは大変

だと思うが せめて総論的には 記載すべきである。  

例えば 第１篇 第１章 ４．関係者が果たすべき役割

と連携 に記載してはどうか。 

 大津市総合計画第２期実行計画「１４８頁～１４

９頁のＳＤＧｓの目標の関連一覧」では本計画の下

記の施策（５個の施策）が本計画の目標群に関連す

る。大津市総合計画第２期実行計画のＡ＝７の施策 

（下記の説明をご参照）については本計画に深く関

係する。２０２５年度からの大津市総合計画第３期

大津市総合計画第２期実行計画「１４８頁～１４９

頁のＳＤＧｓの目標の関連一覧」では本計画の下記 

の施策（５個の施策）が本計画の目標群に関連する。

大津市総合計画第２期実行計画のＡ＝７の施策 

 

反映 ご意見を踏まえて、第１編 第１章 ２．計画の位

置付けと基本的な考え方 に追記します。 

●募 集 期 間：令和５年１２月２６日（火）～令和６年１月１５日（月）（２１日間） 

●ご意見者数：１人 

●ご 意 見 数：１０件 

資料 3-2 
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No. 該当（関連）箇所 ご意見 対応 ご意見に対する市の考え方 

   （下記の説明をご参照）については本計画に深く関

係する。２０２５年度からの大津市総合計画第３期 

実行計画では 実行目標，施策，及び実績評価が行わ

れると想像する。本計画の期間が２０２９年まで 

であり ＳＤＧｓの達成目標２０３０年に向けてす

すめてはどうか。なお 本計画に関係する「第９期高

齢者福祉計画・介護保険事業計画(案)」には記載さ

れていない(2023 年 12 月 27 日現在)が ご検討を希

望する。 また 「大津市障害者計画・大津市障害福

祉計画（第 7 期計画）・大津市障害児福祉計画（第 3

期計画）（案）」には記載されている((2023 年 12 月

27 日現在)。 

大津市総合計画第２期実行計画の「施策群 Ａ」と本

計画全般が関係する目標群は下記の通りである。  

（Ａ＝４，５，６，７，及び８）  

４．高齢者の福祉・介護の充実・・・ＳＤＧｓの目

標－３，８，１１  

５．障害者の福祉の充実・・・・・・ＳＤＧｓの目

標－３，８，１０，１１，１７  

６．安定した社会保障制度の運営・・ＳＤＧｓの目

標－１，３，１０，１１  

７．健康増進と地域医療の充実・・・ＳＤＧｓの目

標－３，４，１７  

８．保健衛生の確保・・・・・・・・ＳＤＧｓの目

標－３，４ 
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No. 該当（関連）箇所 ご意見 対応 ご意見に対する市の考え方 

2 全般 全般 特に 図表関

係 １０，１１，２

１ , ２ ２ ， ２ ４

頁・・・ 等 

本計画全般で文中と図表中で 「西暦の追記」を提案

する。  

 理由：本計画は２０２４年から２０２９年の６年間

の中期的な計画であり 計画中で「平成」と「令 

和」の表記が並ぶところが複数ある。読みにくい。  

 大津市総合計画第 2 期実行計画の一部では西暦併

記として 現在改定中の中長期の計画群では西暦の 

併記が検討されている。(大津市都市計画部関係) 

反映 

 

 

ご意見を踏まえ、計画の中で「平成」と「令和」が

並んで表記されている部分については、西暦を追記

します。 

3 ９頁，

61 頁

等 

９頁 ４．関係者が

果たすべき役割と

連携 

６１頁 第４章 

１．評価の時期 

９頁 図表５．に担当課・関係課・会議体等が記載さ

れているが 大津市内部での承認・報告と市民への公

開関係を明示して欲しい。  

理由 本計画に深く関係する「高齢者福祉計画・介護

保険事業計画」「総合計画第３期実行計画」でそれは

重要ではないか。本計画の参考資料を含めて 秀逸で

ある。大変参考になる。関係者以外に市民にも適時・

的確に開示して健康への啓発をしてほしい。  

６１頁 「３年後に中間評価」とあるが 健康推進課

が担当として評価し それが会議体で承認され計画

を改定するか 評価結果はどのように開示するのか

などを明記してはどうか。 

反映 ９頁の図表５の中に、他計画との関係について追記

します。また、市民への本計画の公開については、

計画策定時及び中間評価時にホームページに公開し

ており、６１頁「第４章 計画の評価・見直し」、６

２頁「第５章 計画の公表・周知及び個人情報の取

扱い」にその旨記載します。 

 

4 ８頁 ３．計画期間 図表４．で「大津市総合計画(基本構想)」は「大津

市総合計画(第２期実行計画)」，「大津市総合計画(第

３期実行計画)」と分離して記載した方がよい。２０

２５年度から大津市総合計画第３期 実行計画とな

る。 

反映 ご指摘を踏まえ、修正します。 
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No. 該当（関連）箇所 ご意見 対応 ご意見に対する市の考え方 

5 23 頁 図表１８ 国保と

後期の医療費の変

化 

医療費目に筋・骨格疾患のデータも必要ではないか。 

大津市内の整形外科・脳神経外科・関連施設での医

療費は急性期以外に慢性病として発生しているので

はないか。鎮痛・筋弛緩・消炎などの処置・処方と

検査費用も相当であると想像する。 

補足 ２３項の図表１９に、対象疾患が医療費に占める割

合として「筋・骨疾患」の割合を記載しております。 

6 28 頁

29 頁 

２８頁 図表２９，

２９頁 図表３２ 

２８頁 図表２９は 要介護認定者の数を表記してい

るが 要支援１，２と要介護１－５をすべて含むよう

であるが 明示してはどうか。  

 本計画における健康維持とそのための医療費，総合

事業での生活支援等，及び介護給付など全体を見て

議論と金額増大への対策のために重要である。現在

策定中の第９期高齢者福祉計画・介護保険事業計画

(案)」では医療費，介護保険給付費，及び総合事業

費が市民に向けて明示的に記載されていない。 

また 年一回大津市内の利用者に送付される「介護給

付費通知書」では 利用者が年間自費以外で介護保険

と自治体からの事業費が給付されているかわかりに

くく 不自由分である。 筆者は大津市人口３４万人，

高齢者約９万人，介護給付者１．９万人，要支援者

０．６万人と理解している。 

補足 本計画の基本的な考え方として、生活習慣病の発症

及び重症化予防に取り組み、健康の保持増進を図り、

健康寿命の延伸や医療費適正化を目指すことにあり

ます。 

２８項の図表２９は生活習慣病の観点から要介護認

定者（率）の状況をみたものであり、2 号（40～64

歳）被保険者や 1 号（65 歳以上）被保険者の中でも

74 歳未満の状況を比較するために項目を設定して

おります。 

7 28 頁

29 頁 

２８頁 上から６

行目，２９頁 図表

３２ 

筋・骨疾患についての表記と計画の方向性に疑問が

ある。  

２８頁 上から６行目に「基礎疾患である高血圧・糖

尿病等の有病状況は、全年齢で 94.9%と非常に高い

割合となって…」とある。２９頁 図表３２では 「血

管疾患合計９６．４％ 基礎疾患合計９４．９％」と

「筋・骨疾患系 ９５．２％」とある。一般市民とし

て 何故本計画で血管疾患と認知症に注目し施策に

対して筋・骨疾患系についての記載と施策が薄いの

か不思議である。急性期治療で退院後 自宅に戻り

筋・骨疾患系の治療・リハビリなどの施設数・セラ 

補足 本計画の位置づけと基本的な考え方として、７項の

図表１に示したとおりであり、対象とする疾患とし

て、メタボリックシンドローム、内臓脂肪型肥満、

糖尿病、糖尿病合併症、高血圧、脂質異常症、虚血

性心疾患、脳血管疾患としており、それらに関する

データ分析を行い、優先的に取組むべき課題を抽出

し、生活習慣病の発症及び重症化予防に取組むこと

としています。 

そのため、対象疾患である、生活習慣病やメタボリ

ックシンドロームに焦点を当て、計画を策定してお

ります。 
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No. 該当（関連）箇所 ご意見 対応 ご意見に対する市の考え方 

   ピスト数・関連医療機関の数が不足しているのでは

ないかと感じている。医療費削減・介護費用増大対

策などのためにも 本計画での 対応が必要ではない

か。 

この項の意見の背景：  

（ご参考） 単行本：道路を渡れない老人たち リハ

ビリ難民 200 万人を見捨てる日本。 「寝たきり老人」

はこうしてつくられる 単行本（ソフトカバー） . 

2021/9/1 発行 著者 神戸 利文, 上村 理絵 出版社 

アスコム 

 施策の実施にあたっては、５７項の高齢者の保健事

業と介護予防の一体的実施に記載にあるよう、高齢

者の特性を理解し、生活習慣病等の重症化予防に併

せて生活機能の低下防止の視点を踏まえて実施して

いきます。 

8 ３ ３

頁 

（６）検診・医療・

介護の一体的分析 

図表４２ 

３３頁 上段の記述では２８，２９頁の分析と同様に

血管疾患を中心に高血圧・糖尿病について記載 

している。筋・骨疾患系については記載していない。

現実には ロコモ・脊柱管疾患などが原因での 

医療・介護の必要性が大きいのではないかと想像す

る。介護認定での主治医診断書や認定調査票では 

脊柱管狭窄症が病名として登録されている。これは 

「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」では具体的

に取り上げていない。本計画で一体的分析としてぜ

ひ精査し計画に盛り込んで欲しい。  

今後 数年間で高齢人口が増えると叫ばれているが

データヘルスの観点で重視するよう記載してはど 

うか。  

 図表４２において 「健診・医療・介護データを平

成 30 年度と令和 4 年度の結果を各年代で一体的に

分析すると、被保健者数は、40 歳～64 歳は 625 人

増え、65 歳～74 歳は 1,610 人増え、75 歳以上は

約 6,000 人増え、75 歳以上の後期高齢者が確実に

増えています。」とある。図表４２から他に抽出でき

る情報とその対策につながるのではないか。このデ

ータは長寿政策課ではどのように理解しているのか

興味深い。 

補足 本計画の位置づけと基本的な考え方として、７項の

図表１に示したとおりであり、対象とする疾患とし

て、メタボリックシンドローム、内臓脂肪型肥満、

糖尿病、糖尿病合併症、高血圧、脂質異常症、虚血

性心疾患、脳血管疾患としており、それらに関する

データ分析を行い、優先的に取組むべき課題を抽出

し、生活習慣病の発症及び重症化予防に取組むこと

としています。 

そのため、対象疾患である、生活習慣病やメタボリ

ックシンドロームに焦点を当て、計画を策定してお

ります。 

施策の実施にあたっては、５７項の高齢者の保健事

業と介護予防の一体的実施に記載にあるよう、高齢

者の特性を理解し、生活習慣病等の重症化予防に併

せて生活機能の低下防止の視点を踏まえて実施して

いきます。 
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No. 該当（関連）箇所 ご意見 対応 ご意見に対する市の考え方 

9 ６４

頁 

第２章 計画の目

標 

１． 目標値の設定 ２行目に 「本市では特定保健指

導において 国保の最終目標 60％の到達が非常に高

い値となっているため、全国目標の値 45％に設定し

ました。」とあるが「・・・国保の特定健診受診率の

最終目標 60％の到達が非常に高い値となっている

ため、特定保健指導実施率を全国目標の値 45％に設

定しました。」 とすべきではないか。  

 大津市自治会加入率を６５％や７０％にするのが

事実上困難であるのと同様に 特定健診受診率を本 

当に ４２－５６％の目標とすることでよいのか 非

常に気になる。本計画で特定健診受診率向上の 

施策が画期的で こうするという記載が見当たらな

い。 

補足 

及び 

参考 

目標値の設定における説明については、国の示して

いる特定保健指導の国保の目標が 60％となってい

ます。しかしながら、目標達成が困難と考えられる

ため、健保組合や協会けんぽ等の保険者と国保を合

わせた全国目標値の 45％で設定しております。 

 

特定健診受診率については、令和５年度以降の特定

健診の実績や国の動向を踏まえ、令和８年度に実施

する中間評価の際に検討を行います。 

特定健診受診率向上の施策について、アウトカム評

価において勧奨方法ごとの特定健診受診率目標値を

記載します。 

10 ７ ３

頁 

参考資料１ 様式

5-1 国・県・同規

模と比べてみた大

津市の位置 

「様式 5-1 国・県・同規模平均と比べてみた大津市

の位置」に「大津市 介護保険 要支援１－２ 

認定者数(Ｒ４年)が 74,070 人等とある」大津市の

要支援者数は 6,000 人程度のはず。  

統計データの見方が不明。「様式 5-1 国・県・同規

模と比べてみた大津市の位置」の他の要介護 1-2  

3-5 の人数なども疑問が多い。精査が必要である。  

ご参考：介護保険事業状況報告(各年 10 月 1 日)※

令和 5 年は 8 月月報では 5,882 人, 比率は３１．

３％である。 

補足 

 

 

様式 5-1 項目３-①介護保険-介護度別総件数にお

ける要支援 1.2 74,070 について 

介護度別総件数とは、介護レセプト（介護保険制度

において、サービス提供事業者や介護保険施設等が

介護サービスを提供した場合に、月ごとに発行する

介護給付費や介護報酬の明細）の件数であり、認定

者数とは異なるデータです。 

 


